
                                        （提出用） 
 

道 路 使 用 許 可 申 請 書 
                            平成 ２３ 年   月   日 

  狭山警察署長 殿 
 

住 所 
又 は 

所 在 地 
 

申請者 
氏 名 

又 は 
名称及び 
担当者名 

                  ○印  

 

道路使用の目的 平成２３年度〔第３３回〕入間万燈まつりにおける出店（        ）のため 

場 所 又 は 区 間 別紙のとおり 

期 間 平成２３年１０月２２日１２時００分から平成２３年１０月２３日１７時３０分まで 
(２２日１２時００分から２０時３０分まで ２３日９時００分から１７時００分まで) 

方 法 又 は 形 態 １．テント  ２．机のみ  ３．シートのみ  ４．その他（         ） 

添 付 書 類 位置図 

住 所  
現 場 
責任者 

氏 名  電 話    （     ） 

  第      号 

道 路 使 用 許 可 証 
 

上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。 

 

条 件 

  埼 玉 県 証 紙 

 

 
                          平成   年   月   日 
 

                            狭山警察署長  □印  

 

 



                                       （申請者用） 
 

道 路 使 用 許 可 申 請 書 
                            平成 ２３ 年   月   日 

  狭山警察署長 殿 
 

住 所 
又 は 

所 在 地 
 

申請者 
氏 名 

又 は 
名称及び 
担当者名 

                  ○印  

 

道路使用の目的 平成２３年度〔第３３回〕入間万燈まつりにおける出店（        ）のため 

場 所 又 は 区 間 別紙のとおり 

期 間 平成２３年１０月２２日１２時００分から平成２３年１０月２３日１７時３０分まで 
(２２日１２時００分から２０時３０分まで ２３日９時００分から１７時００分まで) 

方 法 又 は 形 態 １．テント  ２．机のみ  ３．シートのみ  ４．その他（         ） 

添 付 書 類 位置図 

住 所  
現 場 
責任者 

氏 名  電 話    （     ） 

 第      号 

道 路 使 用 許 可 証 
 

上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。 

 

条 件 

  

 
                          平成   年   月   日 
 

                            狭山警察署長 □印  

 

 



 
 

道 路 使 用 許 可 申 請 書 
                            平成 ２３ 年   月   日 

  狭山警察署長 殿 
 

住 所 
又 は 

所 在 地  入間市豊岡一丁目１６番１号 
申請者 

氏 名 
又 は 

名称及び 
担当者名 

   いるま故郷会 

    入 間 太 郎   ○印  

 
道路使用の目的 平成２３年度〔第３３回〕入間万燈まつりにおける出店（やきそば販売 ）のため 

場 所 又 は 区 間 別紙のとおり 

期 間 平成２３年１０月２２日１２時００分から平成２３年１０月２３日１７時３０分まで 
(２２日１２時００分から２１時００分まで ２３日９時００分から１７時３０分まで) 

方 法 又 は 形 態 １．テント  ２．机のみ  ３．シートのみ  ４．その他（         ） 

添 付 書 類 位置図 

住 所  入間市豊岡一丁目１６番１号 
 

現 場 
責任者 

氏 名  入 間 太 郎 電 話  04（2964）1111 

  第     号 

道 路 使 用 許 可 証 
上記のとおり許可する。ただし、次の条件に従うこと。 

 

条 件 

  埼 玉 県 証 紙 

 

 
                          平成   年   月   日 
 

                            狭山警察署長  □印  

 

 

記入上の注意点 

１．提出用、申請者用とも、この記入例の太枠内と「道路使用の目的」

欄のカッコ内に販売物を記入すること。 

２．申請者、現場責任者とも、出店責任者を記入すること。 

３．印鑑を、必ず押印すること。 

４．提出用と申請者用の２枚を提出すること。 

５．申請日は、絶対に記入しないこと。 

記入しないこと！ 

入
間 

単 品 記 入 

必ず同一人物を

記入すること 


